
林業用Ａ重油の石油石炭税の免税及び還付

○特例の内容
林業者が林業用（育林業、製炭業、木炭製造業、素材生産業等）で用いるＡ重

油は石油石炭税（２ ０４０円/ｷﾛﾘｯﾄﾙ）が免除されています油は石油石炭税（２，０４０円/ｷﾛﾘｯﾄﾙ）が免除されています。
林業用の輸入Ａ重油と国産Ａ重油では以下の通り、石油石炭税が免除される
段階が異なります。

①林業用輸入Ａ重油の場合

輸入業者が石油石炭税を免除され 林業者 の販売価格に反映されています輸入業者が石油石炭税を免除され、林業者への販売価格に反映されています。
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※全石連：全国石油業共済協同組合連合会



②林業用国産Ａ重油の場合

石油石炭税が課税済みの原油から国内において製造された国産Ａ重油で

林業用に使用された場合には、石油石炭税に相当する金額が製造者に還付さ
れ、林業者への販売価格に反映されています。
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申

請

A重油製造業者

販売価格へ反映
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購入証明

担当部署 林野庁木材産業課調整班

※全石連：全国石油業共済協同組合連合会

担当部署 林野庁木材産業課調整班
お問い合わせ先 ［代表］03-3502-8111(内線6101)

［直通］03-6744-2291
林野庁経営課組合事業班
［代表］03-3502-8111(内線6030)
［直通］03-6744-2288


